
資料２　別紙　

　

　ごみの処理フロー(久喜宮代清掃センター） ※令和４年４月１日現在

（令和4年度　久喜宮代衛生組合概要より）

2分類（ごみ・資源）17種分別

ご
み
（１
０
種
分
別
）

製品の原材料として再利用
（金属類）（紙類）（布・衣類）
（缶類）（びん類：無色びん）
（ペットボトル）

粗大ごみ処理施設

焼却灰
ばいじん

① 燃やせるごみ

② 燃やせないごみ

③ 粗大ごみ

ごみ焼却施設

④ ライター類

⑤ スプレー缶
⑥ 乾電池類
⑦ 蛍光管
⑧ モバイルバッテリ
ー等

⑨水銀式体温計等
⑩充電式小型家電

有
害
ご
み

セメントの原料として
再利用（焼却灰）

委託処理

（⑪～⑫の選別）
⑪ プラスチック類

⑮ 段ボール

⑯ 飲料用紙パック

⑰ 布・衣類

⑬ 新聞

⑭ 雑誌・ざつがみ

再生業者

資
源
（７
種
分
別
）

路盤材の原料として
再利用（焼却灰・ばいじん）

最
終
処
分
（埋
立
）

群馬県草津町
（びん・缶残渣）

埼玉県寄居町
（不燃残渣）

可燃系

不燃系

発電用燃料として再利用
（廃プラスチック類）

（
（

人工砂として
再利用（焼却灰）

容器包装リサイクル法
に基づくリサイクル

（プラスチック製容器包装）

（びん類：茶びん、その他びん）

【資源になるもの】
（鉄・アルミなど）

【資源になら
ないもの】

【容器包装でない
プラスチック類】

【容器包装対象
となるもの】

リサイクルガラス造粒砂
として再利用

【割れたガラ
スびん類】

（可燃系） 可燃系残渣
（プラスチック除く）

（
（

（
（

（
（

（
（

７

⑫ 飲食料用びん・
缶・ペットボトル

人工砂として
再利用（焼却灰）


